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日本の健診（検診）制度の概要

○医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査（健康診断）を実施。

○市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。

○市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。（医療保険者や事業主は任意に実施）

被保険者・被扶養者 うち労働者 その他

～
39

歳

（健康保険法、国民健康保険法等）

【対象者】被保険者・被扶養者
【実施主体】保険者＜努力義務＞

【対象者】常時使用する労働者※労働者にも受診義務あり

【実施主体】事業者 ＜義務＞

※一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断

を実施

【対象者】住民
（生活保護受給者等を含む）

【実施主体】市町村＜努力義務＞

【種類】

・歯周疾患検診

・骨粗鬆症検診

・肝炎ウイルス検診

・がん検診

（胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん

検診、乳がん検診、大腸がん検診）

・高齢者医療確保法に基づく特定健診の

非対象者に対する健康診査・保健指導
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～
74

歳

【対象者】加入者

【実施主体】保険者＜義務＞

※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者
については、事業者健診の受診を優先する。事業者
健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働
安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診
の結果として利用可能。

75

歳
～

【対象者】 被保険者
【実施主体】後期高齢者医療広域連合

＜努力義務＞

特定健診

医療保険各法

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法

健康増進法労働安全衛生法

（
乳
幼
児
等
）

妊
娠
～
出
産
後
１
年
・

小
学
校
就
学
前

【対象者】１歳６か月児、３歳児
【実施主体】市町村＜義務＞
※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨

児
童
生
徒
等

【対象者】在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時の健康診断については小学校入学前の者

【実施主体】学校（幼稚園から大学まで）＜義務＞

母子保健法

学校保健安全法

※上記以外に、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診について、保険者や事業主が任意で実施や助成を行っている。

全体像
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労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目

4

定期健康診断の健診項目は労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号第44条）に基づき、以下のとおり一般定期健

康診断の項目が定められている。

• 既往歴及び業務歴の調査

• 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

• 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

• 胸部エックス線検査及び喀痰検査

• 血圧の測定

• 貧血検査（血色素量及び赤血球数の検査）

• 肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTPの検査）

• 血中脂質検査

（LDLコレステロール、HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査）

• 血糖検査

• 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）

• 心電図検査

定期健康診断の健診項目



健診項目を検討する際の要件、着眼点

⚫ 対象とする健診項目：検討する健診項目（以下「検査」という。）で分かる健康に関連する事象（以下「健康
事象」という。）は何か（対象となる健康事象について原則として無症状であること。）。

⚫ 業務起因性又は業務増悪性：検査で分かる健康事象又は検出可能な危険因子が業務に起因する又は業務によって
増悪するか。

⚫ 事後措置：検査によって有所見とされた者に対して、事業者が実施できる事後措置（就業上の措置）は何か。

過度に就業制限をかけることの不利益の可能性はないか。

⚫ 検査の目的、対象、方法：検査の目的と対象集団、検査方法、検査頻度が明確か。

⚫ 検査の精度及び有効性、基準値：検査の精度及び有効性、適切な基準値が示されているか。

⚫ 健診の運用：検査は巡回健診でも実施可能か。対象となる労働者全員に対して実施可能か。

⚫ 検査費用：検査の１件あたりに要する費用を事業者が許容できるか。

⚫ 健康情報の把握：結果を事業者が把握することになるが、事業者が把握する健康情報として許容できるか。

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等は、その目的が、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、

労働時間の短縮、作業転換などの事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図るこ

となどである。

また、定期健康診断等の診断項目は、当該診断項目単独、又は他の項目と併せて、義務とされている就業上の措

置を行うためのデータとすることが期待できるものであり、その上で、努力義務である保健指導においても活用す

るものであることが必要である。 出典：「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」報告書（平成28年）

※ 労働安全衛生法70条の３においては、健康診断の項目等について、健康増進法第９条第１項に規定する健康診査等指針と調和が保

たれたものでなければならないとしている 5



労働安全衛生法に基づく健康診断～実施後措置の流れ

健康診断の実施（法第66条）

１年以内ごとに１回実施。医師による。

医師（産業医等）による診断区分の
判定（例）

異常なし 要観察 要医療

③健康診断結果についての医師からの意見聴取（法第66条の4）

異常の所見があると診断された労働者について、健康診断結果に基づき、労
働者の健康保持のための必要な措置について、意見を聴かなければならない。

医師（産業医等）による就業区分の判断（例）

区分 内容

通常勤務 通常の勤務でよいもの

就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの

要休業 勤務を休む必要のあるもの

④健康診断実施後の措置（法第66条の5）

医師（産業医等）からの意見を勘案し、その必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮※して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間
の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。
※あらかじめ労働者の意見を聴き、了解が得られるよう努める。

①健康診断結果の通知（法第66条の6）

労働者が自ら健康管理ができるよう、労働者に健康診断結果を通知しなければならない。

②健康診断結果の記録（法第66条の3）

事業者は、健康診断の結果を記録しておかなければならない。⇒５年間保存

※黄色の条文は罰則あり

点線囲みの条文は努力義務

※健康診断の結果は事業者が漏れなく知ることになる。
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保健指導等（法第66条の7）

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める
労働者に対し、医師（産業医等）又は保健師による保健指導※を行
うよう務める。

※保健指導の内容
・日常生活面での指導
・健康管理に関する情報の提供
・再検査または精密検査の受診の勧奨
・医療機関で治療を受けることの勧奨 等



7

①健康保持増

進方針の表明

②推進体制の

確立
③課題の把握

④健康保持増

進目標の設定

⑤健康保持増

進措置の決定

⑥健康保持増

進計画の作成

⑦健康保持増

進計画の実施

⑧実施結果の

評価

事業場における取組の流れ

⚫ 労働安全衛生法第70条の２に基づき、同法第69条第１項で定める事業者が構ずるよう努めるべき労働者の健康の
保持増進のための措置（健康保持増進措置）が適切かつ有効に実施されるため、生活習慣病やメンタルヘルス、
身体機能の維持向上を念頭に置いて、当該措置の原則的な実施方法について定めたもの。

【参考】労働安全衛生法（抄）

(健康教育等)

第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努

めなければならない。

(健康の保持増進のための指針の公表等)

第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な

指針を公表するものとする。

２ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（「 T H P指針」）概要

趣 旨

➢ 労働者の健康状態の把握
健康診断、健康測定※

※健康指導を行うために実施される調査・測定。身体機能セルフチェック、フレイルチェック、ロコモ度テストなど

➢ 健康指導の実施
メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、睡眠、喫煙、飲酒等に関する保健指導 など

具体的な実施内容

※Total Health Promotion指針 策定：昭和63年9月1日 最終改正：令和８年２月10日



生活習慣病予防の取組事例（T H P指針に沿った事業場の取組事例）

出典：職場における心とからだの健康づくりのための手引き
8



メンタルヘルスケアに係る取組事例（T H P指針に沿った事業場の取組事例）

9出典：職場における心とからだの健康づくりのための手引き



労働安全衛生法第７０条の２により示される指針に基づき実施される労働者
の健康の保持増進措置の実施率

（健康教育等） 第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継

続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

２ 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

（健康の保持増進のための指針の公表等） 第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切

かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

労働者の健康の保持増進措置実施率

措置実施事業場における実施内容別実施率

措置を実施（％）

合計 59.8

事業場規模別

1,000 人 以 上 98.6 

500 ～ 999 人 99.7 

300 ～ 499 人 97.9 

100 ～ 299 人 97.5 

50 ～ 99 人 92.3 

10 ～ 49 人 53.8 

30 ～ 49 人 71.4 

10 ～ 29 人 50.3 

0
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実施内容別実施率(複数選択）

%

実施した

60%

実施してない

38%

不明

2%

措置実施率

令和３年労働安全衛生調査(実態調査)

10



攻めの予防医療に関する政府の考え
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○第221回国会における高市内閣総理大臣施政方針演説（令和8年2月20日閣議決定）

データヘルスや保険者機能の強化、健康経営に取り組む地域企業への支援、がん検診・歯科健診の推進を通じ、「攻めの予防医療」を具

体化させます。健康寿命の延伸を図ることで、皆が元気に活躍し、社会保障制度を含めた社会の支え手となっていただけるようにします。

○第221回国会の厚生労働大臣の所信挨拶（令和8年3月19日参議院・厚生労働委員会）

（攻めの予防医療、健康・公衆衛生対策）

性別、年齢、働き方によらず、国民お一人おひとりが健康で、元気に活躍し、社会保障の担い手になっていただくことで、経済社会の活

力を維持・強化するため、「攻めの予防医療」を推進する総合的な対策を取りまとめてまいります。

まず、「がん検診の推進」です。社会全体としての死亡率の減少を図るため、科学的根拠に基づくがん検診を受けることが重要であり、

令和七年度補正予算における関連予算の活用をはじめ、令和十年度までにがん検診受診率六十％、精密検査受診率九十％を達成できるよう、

更なる取組を進めてまいります。

次に、「歯科健診の推進」です。歯と口腔の健康は、全身の健康にもつながるものであり、国民が生涯を通じて定期的に歯科健診等を受

けることができる環境整備を進めてまいります。

あわせて、これらの検診等の推進や生活習慣病などの重症化予防には、保険者や事業主の関与が重要であり、保険者が実施する予防・健康

づくりの取組において、健診やレセプト情報等のデータの収集・利活用を進めるなど、「データヘルスや保険者機能の強化」に取り組んで

まいります。

さらに、「女性の健康総合センター」を中心に、女性の健康支援を総合的に推進するとともに、診療領域を横断した対応策の整理や診療拠

点の整備など、「性差に由来する健康課題への対応」を進めてまいります。

加えて、若年期のみならず、高齢期への支援として、科学的知見に基づく認知症予防に取り組むことができるよう、啓発や地域活動など

を推進するとともに、症状が出現する前の薬剤投与の社会実装に向け、医療提供体制や連携モデルの検討等を進めてまいります。

このほか、がん対策、難病対策、移植医療対策、循環器病対策、アレルギー疾患対策、受動喫煙対策、広域的な食中毒事案への対策強化、

生活衛生関係営業の振興等に引き続き取り組んでまいります。



• 労働者の健康に関する制度等

• がん検診

• 職場における女性への健康支援

• 歯科検診

• 職域で推奨しているその他健診等

• 保険者との連携

• 仕事と治療の両立支援



がん検診の推進に関する取組
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「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について（令和７年８月 26 日基安発 0826 第４号抜粋）

４健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発

（２）職場におけるがん検診の推進

ア 健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機関等から、がん検診の受診勧奨

イ 特に、女性従業員に対し、乳がん検診・子宮頸がん検診や婦人科等の定期受診促進について、別添３及び別添４のリーフレット

を活用した周知

ウ 「職域におけるがん検診に関するマニュアル」（平成 30 年３月策定）を参考にしたがん検診の実施

エ 別添５のリーフレットを活用した、がん対策推進企業アクションの周知



新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業

◼ がん検診受診率向上に効果の大きい個別の受診勧奨・再勧奨を実施するとともに、子宮頸がん検診・乳が
ん検診の初年度対象者にクーポン券を配布する。また、精密検査未受診者に対する受診再勧奨にも取り組む。

※がん検診受診率向上施策ハンドブック（厚生労働省）より

（受診勧奨の効果の事例）

がんの早期発見・がんによる死亡者の減少

１．個別の受診勧奨・再勧奨
子宮頸がん、乳がん、胃がん、肺がん、大腸がん検診について、郵送や電話などによ

る個別の受診勧奨・ 再勧奨を行う（注）とともに、かかりつけ医を通じた個別の受診
勧奨・再勧奨にも取り組む。

注）個別受診勧奨・再勧奨の対象年齢
子宮頸がん検診：20～69歳の女性
乳がん検診：40～69歳の女性
胃がん検診：50～69歳の男女

（胃部エックス線検査は40歳以上も可 ）
肺がん検診：40～69歳の男女
大腸がん検診：40～69歳の男女

２．子宮頸がん検診・乳がん検診のクーポン券などの配布
子宮頸がん検診・乳がん検診の初年度の受診対象者（子宮頸がん検診：20歳、乳がん
検診：40歳）に対して、クーポン券と検診手帳を配付する。

３．精密検査未受診者に対する受診再勧奨
子宮頸がん、乳がん、胃がん、肺がん、大腸がん検診の精密検査未受診者に対して、

郵送や電話などによる個別の受診再勧奨を行う。

実施主体：市区町村 補助率：1/2

令和８年度予算案 16億円（ 14億円）※（）内は前年度当初予算額

※令和７年度補正予算額3.1億円１ 事業の目的

２ 事業の概要・スキーム

健康・生活衛生局がん・疾病対策課
（内線3827）
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科学的根拠に基づくがん検診の推進について

◆第４期がん対策推進基本計画における①「がん検診受診率60％」、②「精密検査受診率90％」の目標達成に向けて、以下

のとおり取り組んでいく。特に、精密検査受診率の向上を最優先で取り組む。

実施すること

①「がん検診受診率60％」に向けた取組

・未受診者への個別勧奨を更に徹底する。
・メディアとのコラボ（メディア・市区町村等と連携し、全国一斉に受診勧奨を行うなど）を進める。

②「精密検査受診率90％」に向けた取組

・精密検査の重要性を普及啓発する資材を開発し、精密検査対象者に周知する。
・未受診者への個別勧奨を更に徹底する。（再掲）
・メディアとのコラボ（メディア・市区町村等と連携し、全国一斉に受診勧奨を行うなど）を進める。（再掲）
・職域検診において、保険者が精密検査対象者への受診勧奨等を積極的に行えるよう、科学的根拠に基づくがん検診
の支援のあり方を検討する。

・職域においても科学的根拠に基づくがん検診の、精密検査の受診状況等の実態把握を進める。

現状（これまで）

◆令和４年段階でのがん検診（※）の受診率は、全国で43～53％。また、市区町村の実施するがん検診における精密検査の

受診率は、70～90％。

（※）胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん

◆第４期がん対策推進基本計画において、令和10年までに①「がん検診受診率60％」、②「精密検査受診率90％」という

目標（※）を掲げている。目標達成に向け、①②それぞれについて以下を実施してきた。 ※令和10年までの達成目標

①対象者一人一人への個別受診勧奨・再勧奨の推進や、子宮頸がん検診・乳がん検診の受診クーポン券の配布等に対

する支援、「受診率向上施策ハンドブック（自治体の好事例紹介）」の活用促進

②市区町村における対象者一人一人への個別受診再勧奨の推進

令和７年度地域・職域連携推進関係者会議

令和８年１月30日
資料５
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指針で定めるがん検診の内容

◼ 厚生労働省は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（平成２０年３月３１日付け健発第0331058号厚生
労働省健康局長通知別添）を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進。

種類 検 査 項 目 対象者 受診間隔

胃がん検診
問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査の
いずれか

５０歳以上

※当分の間、胃部エッ
クス線検査については
40歳以上に対し実施可

２年に１回

※当分の間、胃部エック
ス線検査については年1
回実施可

子宮頸がん検診

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 ２０歳代 ２年に１回

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診

３０歳以上

２年に１回

問診、視診及びHPV検査単独法

※実施体制が整った自治体で選択可能

５年に１回
※罹患リスクが高い者に
ついては1年後に受診

肺がん検診 質問（問診）、胸部エックス線検査 ４０歳以上 年１回

乳がん検診

質問（問診）及び乳房エックス線検査（マンモグラ
フィ）

※視診、触診は推奨しない

４０歳以上 ２年に１回

大腸がん検診 問診及び便潜血検査 ４０歳以上 年１回
16



がん検診の受診機会について

• がん検診受診者のうち、住民検診を受診したのは約１～３割超であり、残りは職域検診等を受診している。そのため、市町

村は、住民のがん検診の受診状況を十分に把握できていない。

出典：令和４年 国民生活基礎調査
17
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胃がん検診を受けた（過去２年）

（40-69歳）
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注）受診機会はが複数選択可であるため、最大３％程度、同一人物が複数回答している

第43回がん検診のあり方に関する検討会

令和７年４月23日（水）

資料２
（一部改）



職域におけるがん検診実施率

➢ 最近のデータはないが、平成24年労働者健康状況調査によると、約34%の事業場ががん検診（任意）を実施してい

る。

事業場規模別がん検診実施率

がん検診を実施
した（％）

胃がん検診
（％）

肺がん検診
（％）

大腸がん検診
（％）

乳がん検診
（％）

子宮がん検診
（％）

その他がん検診
（％）

合計 34.3 22.6 15.1 23.6 22.1 21.3 8.1
事業場規模

5,000人以上 69.5 60.3 39.5 50.2 52.3 52.9 31.9

1,000 ～ 4,999人 82.7 72.3 45.4 70.2 59.7 59.3 35.6

500 ～ 999人 68.6 55.8 37.5 57.8 48.6 49.2 29.2

300 ～ 499人 59.7 45.3 27.1 45.6 41.8 40.1 21.7

100 ～ 299人 47.8 33.4 19.6 34.6 29.2 28.8 15.0

50 ～ 99人 42.7 28.4 17.0 28.4 27.5 26.0 10.0

10 ～ 49人 32.1 20.9 14.4 22.0 20.7 19.9 7.3

30 ～ 49人 36.7 23.2 15.7 24.3 23.3 23.7 9.3

10 ～ 29人 31.2 20.5 14.1 21.6 20.2 19.2 6.8

がん検診を

実施した

34%

がん検診を実施

しなかった

66%

がん検診実施率

出典：平成24年労働者健康状況調査

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

子宮がん検診

その他のがん検診

種類別実施率
％
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第40回がん検診のあり方に関する検討会

令和５年12月18日（月）
資料３



• 労働者の健康に関する制度等

• がん検診

• 職場における女性への健康支援

• 歯科検診

• 職域で推奨しているその他健診等

• 保険者との連携

• 仕事と治療の両立支援



女性特有の健康課題にかかる問診について

女性特有の健康課題にかかる問診の流れ

21

【参考】

「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」にて推奨されている女性特有の健康課題に関する質問は

以下のとおりです。

女性特有の健康課題（月経困難症、月経前症候群、更年期障害など）で職場において困っていることがありますか。

①はい ②いいえ

健診機関で健康診断を担当する医師（産業医が健康診断を実施する場合も含みます。以下「健診担当医」。）は、この質問に「①はい」と回答した

労働者に対して、必要に応じて、女性特有の健康課題に関する情報提供や専門医への早期受診を促すこととします。

専門医の診断書を持っ

て相談窓口に相談

労働者

労働者の勤務する会社

健診医

(問診票）

女性特有の健康課題

があると回答

女性特有の健康課題に関する情報

提供や専門医への早期受診を促す

相談窓口

相談に応じた環境改善等配慮

健診機関

「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」（令和６年11月１日公表）の中間とりまとめにおいて、事業者健診に

おける一般健康診断問診票に、女性特有の健康課題に関する質問を追加することが適当であるとともに、女性特有の健康課題で職場において

困っている労働者に対して、専門医の早期受診を勧奨すること等とされました。



女性特有の健康課題への対応

22

一般健康診断問診票により、女性特有の健康課題（月

経困難症、月経前症候群、更年期障害等）のため職場で

困っていると意思表示があった労働者について、専門医

への受診勧奨等、健診機関における望ましい対応を示し

たもの。

＜主な内容＞

✓ 問診票の回答者への情報提供、専門医への早期

受診勧奨（受診者向けリーフレット例）

✓ 個人情報に配慮した実施環境の確保

✓ 女性特有の健康課題別基本情報

✓ その他参考情報（支援機関、支援サイト）

健診機関向けマニュアル

女性特有の健康課題で困っている労働者からの相談への対

応や健康課題に配慮した職場環境づくりに関し、事業場にお

ける望ましい対応を示したもの。

＜主な内容＞

✓ 衛生委員会等による労使の十分な話し合い

✓ 相談体制や支援制度（休暇制度、勤務制度）の整備

✓ 職場環境の改善

✓ 女性特有の健康課題別基本情報

✓ その他参考情報（支援機関、支援制度）

事業者向けマニュアル

マニュアルダウンロードはこちら ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68776.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68776.html


性差に由来する健康課題への対応

健康増進・疾病予防 早期発見 受診勧奨健
康
日
本
21
（第
３
次
）に
よ
る
国
民
運
動
の
推
進

生活習慣の改善

⚫ 情報発信・普及啓発
・ヘルスケアラボ
・更年期障害サイト
※男性の更年期も含む

にて情報発信・普及啓発

⚫ スマート・ライフ・プロジェクトの
テーマに「女性の健康」を追加
※健康づくりに取り組む企業・団体・
自治体を支援する取組

⚫ 骨粗鬆症検診

⚫ 職場の健康診断の機会を活用した
健診機関による女性特有の健康課
題に関する情報提供や専門医への
受診勧奨（令和８年度より実施予
定）

⚫ がん検診（乳、子宮頸、大腸、肺、胃）

健診・検診情報発信・普及啓発

相談支援体制

女性の健康の包括的支援実用化研究事業 / 女性の健康の包括的支援政策研究事業
（AMED研究） / （厚生労働科学研究）

研究

⚫ 自治体等の窓口から相談のあった患者の受
入、県内の各専門領域の医療機関との連携
体制等の実態把握

女
性
の
健
康
総
合
セ
ン
タ
ー
を

中
心
と
し
た
取
組

こ
れ
ま
で
の
取
組

⚫ 女性の健康課題を医療につなげるためのツールの開発・普及及び情報提供

⚫ 情報発信の強化 ⚫ 女性のヘルスケアに関するガイダンス（仮称）
の策定を目指す。

⚫ 男性のヘルスケアに関するガイダンス（仮称）
の策定を目指す。

国立成育医療研究センター内に「女性の健康総合センター」を設置（令和6年10月）
若年女性の
やせの減少

骨粗鬆症受診率
の向上

生活習慣病のリスク
を高める飲酒をして
いる女性の減少

妊娠中の
喫煙をなくす

女性の健康に関する問題をサポートするため
の技術の開発、実用化に関する研究

女性の健康の包括的支援に関する
制度設計、政策の立案・実行等に資する研究

栄養・食生活

身体活動・運動

休養・睡眠

飲酒

喫煙

歯・口腔の健康

改善に関する目標
（女性）

⚫ 人材育成、研修

診断・治療

攻めの予防医療に向けた性差に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議

第１回資料5-1 厚生労働省提出資料
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• 労働者の健康に関する制度等

• がん検診

• 職場における女性への健康支援

• 歯科検診

• 職域で推奨しているその他健診等

• 保険者との連携

• 仕事と治療の両立支援



労働者の口腔の健康の保持・増進に関する取組

25

「一般健康診断問診票を活用した歯科受診勧奨について（協力依頼）（令和７年７月１日基安労発0701第１号）にて、関係団体宛に、一般

健康診断問診票中の特定健康診査の「標準的な質問票」の歯科項目を活用した労働者の口腔の健康の保持・増進に向けた口腔保健指導のより

一層の推進への協力を依頼。

一般健康診断問診票※

＜質問21＞

食事をかんで食べる時の状態はどれ

にあてはまりますか。

①何でもかんで食べることができる

②歯や歯ぐき、かみあわせなど気に

なる部分があり、かみにくいことが

ある

③ほとんどかめない

※「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施

に係る事業者と保険者の連携・協力事項につい

て」の一部改正について（令和５年７月31日基

発0731第１号、保発0731第４号）において、労

働安全衛生法に基づく定期健康診断等と高齢者

の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診

査の検査項目を同時に実施する場合に用いるよ

う示している標準的な問診票



口腔保健に係る取組事例（令和７年１月 1 7日労審発第 1 6 5 0号の建議を踏まえ手引きに追加）

出典：職場における心とからだの健康づくりのための手引き 26



職域における歯科保健の取組

27

厚生労働省では、令和５年度～令和７年度にかけて、保険者・事業所等における効果的・効率的な歯科健診導入支

援・検証を行うモデル歯科健康診査等実施事業を実施。



職域における歯科保健の取組

28

令和７年度補正予算では、これまでのモデル歯科健康診査等実施事業等を踏まえ、「生涯を通じた歯科健診（いわゆ

る国民皆歯科健診）パイロット事業」を計上しており、簡易な口腔スクリーニングを用いた歯科健診と受診勧奨を主

体的に行う保険者及び事業主等の支援に取り組む。



• 労働者の健康に関する制度等

• がん検診

• 職場における女性への健康支援

• 歯科検診

• 職域で推奨しているその他健診等

• 保険者との連携

• 仕事と治療の両立支援



都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発
（職場の健康診断実施強化月間）

30

厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上

の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年９月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、

集中的・重点的に啓発を行っています。



転倒防止、骨粗鬆症検診の受診勧奨に関する取組

31



眼底検査の受診勧奨に関する取組

32

転倒等の労働災害の原因ともなっている視野狭窄を含む緑内障等の眼科疾患を予防し、早期に発見するため、40 歳以

上の従業員に対し、リーフレットを活用した眼科検診の周知について協力依頼
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コラボヘルスの推進

■ コラボヘルスとは

・健康保険組合等の保険者と事業主が積極的に連携し、明確な役

割分担と良好な職場環境のもと、加入者（従業員・家族）の予防・

健康づくりを効果的・効率的に実行すること。

■ コラボヘルスガイドラインの概要

・コラボヘルスによって、健康保険組合が実施する「データヘルス」と企業

（事業主）が実施する「健康経営」を車の両輪として機能させるため

のガイドライン。2017年に策定。

・健保組合に求められる役割やコラボヘルスの意義、健康経営との関

係性等について説明するとともに、実際にコラボヘルスを実践する方法

や取り組み事例等も紹介。

従業員の生産性の向上 従業員等の健康増進

医療費の適正化

健保組合事業主

職場環境の整備

コラボヘルスで保健事業の基盤を強化

保健事業の実施

データヘルスの推進健康経営の推進

役割分担・連携
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平成27年度 平成28年度

予防・健康づくり、データヘルス計画に関する取組

⚫ 予防・健康づくりについて、医療保険者は、保険給付と予防・健康づくりを一体的に実施する主体として、加入者の生

活の安定と健康増進に貢献することが期待されている。

⚫ こうした中、医療保険者は、レセプト・健診情報等を分析し、加入者の健康課題に応じた保健事業を実施するための計

画（データヘルス計画）を作成することが健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針に定められている。

⚫ 上記を踏まえ、健康保険組合のデータヘルス計画作成を支援する施策として、データヘルス計画作成の手引き、データ

ヘルス・ポータルサイト、共通評価指標のデータ提供等を実施している。

⚫ また、データヘルス計画に基づく保健事業、予防・健康づくりの取組を推進する施策として、後期高齢者支援金の加

算・減算制度、健康スコアリングレポートの提供、個別の保健事業に対する費用補助等を実施している。

第1期データヘルス計画 第2期データヘルス計画

平成29年度 平成30年度 令和２年度令和元年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

第3期データヘルス計画

･･･

PDCA PDCAPDCA PDCA中間見直し
第2期
計画
作成

●保健事業のパターン化のための調査・研究実施

第2期特定健診・特定保健指導
第2期後期高齢者支援金の加減算制度

第3期特定健診・特定保健指導
第3期後期高齢者支援金の加減算制度

第4期特定健診・特定保健指導
第4期後期高齢者支援金の加減算制度

●DH計画作成の手引き改定（第2期）

●DH計画作成の手引き改定（第3期）

●共通評価指標のNDB集計・データ提供

≪関連する制度・施策≫

●DH計画作成の手引き発刊（第1期）
●DH計画作成の手引き追補版発行

●共通評価指標の導入

●DHポータルサイト開設、全健保組合が利用

≪データヘルス計画に関するこれまでの取組≫

保険者の取組 第3期
計画
作成

検討会開催

糖尿病性腎症等重症化予防事業補助
保健事業の共同化支援に関する補助

成果連動型民間委託契約方式保健事業に関する補助

日本健康会議

健康経営度調査；特定健診・特定保健指導実施率の評価

健康スコアリングレポートによるコラボヘルス推進

性差に応じた健康支援の評価指標を追加

攻めの予防医療に向けた性差に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議 第１回資料5-1 厚生労働省提出資料
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保険者による保健事業の例（関東 I Tソフトウェア健康保険組合様）

36

生活習慣病対策事業・生活習慣病予防プログラム実施要領抜粋
関東ITソフトウェア健康保険組合様サービス例

https://www.its-kenpo.or.jp/kanri/index.html



保険者による保健事業の例（機缶健康保険組合様）

37

保健事業抜粋（機缶健康保険組合様HPより抜粋 https://www.its-kenpo.or.jp/kanri/seikatsu/taisaku/guide_current.html)

厚生労働省事務局注：アプリを通じた健康情報やコンテンツの提供(Pep up)、女性健診(便潜血反応・乳房診（超音波診断法・自己検診法指導）・子宮細胞診

（自己採取または医師採取）等の提供）



保険者による保健事業の例（全国健康保険協会様）

38

保健事業抜粋（全国健康保険協会様リーフレットより抜粋 https://safe.menlosecurity.com/doc/docview/viewer/docN0142A87471CB96e1d4cd7789779d24ca18441505c4ccc927efd85b3f7ac49e84e367f106c115)



保険者との連携した取り組み（T H P指針に沿った事業場の取組事例）

出典：職場における心とからだの健康づくりのための手引き 39
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対象労働者： 雇用形態に関わらず全ての労働者
対 象 疾 病： 反復・継続した治療が必要と医師が判断した疾病（国際疾病分類に基づく。負傷を含む。）

治療と就業の両立支援指針（概要）

労働施策総合推進法第27条の３第２項に基づき、事業主による、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するための
措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めるもの

趣旨

対象

両立支援のための環境整備 両立支援に当たっての留意事項

〇 労働者との十分な話し合い、上司・同僚等の十分な理解

〇 個人情報の保護

◼ 事業主による基本方針の表明・労働者への周知

◼ 研修等を通じたすべての労働者及び管理職への意識啓発

◼ 相談窓口の明確化

◼ 休暇制度・勤務制度の整備

（例：時間単位の有給休暇、病気休暇、時差出勤、テレワーク、短時間勤務 等）

◼ 社内の支援体制の整備

◼ 事業場内外の連携

労働者 主治医事業場

❶ 勤務情報提供書

➋ 主治医意見書

⓪ 両立支援の申出

（人事）（産業医等）

就業継続の可否
や就業上の措置
等について、主
治医意見書を基
に、産業医等の
意見を踏まえ、
労働者と十分話
し合った上で、
事業主が最終的
に決定、実施。

様式例
「勤務情報
提供書」

様式例
「主治医意見書」

様式例
「両立支援
プラン」

❸ 両立支援プ
ランの作成

勤務情報提供書の
作成支援

主治医意見書の提出

両立支援の進め方

〇 労働者による申出、主治医から提供された情報の提出

〇 事業主による両立支援プランの作成

〇 職場復帰支援

本人記載欄
（勤務情報）

様式例
「両立支援
カード」

医師記載欄
（意見書）

【関係者間の連携した両立支援の進め方】
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（参考）労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
に関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第 6 3号）の概要

施行期日

公布の日から起算して１年６月以内で政令で定める日 （ただし、１③及び２②から④までは公布日、２①及び⑥並びに３は令和８年４月１日）

１．ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】

① カスタマーハラスメント（※）を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマー
ハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
※ 職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が
従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すととも
に、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。

③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定める。

２．女性活躍の推進【女性活躍推進法】

① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付け
る。

② 女性活躍推進法の有効期限（令和８年３月31日まで）を令和18年３月31日まで、10年間延長する。
③ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確化す
る。

④ 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。
⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし）の認定要件に、求職者等に対するセ
クシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。

⑥ 特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。

３．治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】

○ 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有
効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。 等

改正の概要

改正の趣旨

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の
推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる。
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